
企業活動における知的財産の重要性が高まる

なか，製造販売能力の拡大を企図した技術供与

や，新たな事業領域へ進出するにあたっての技

術導入等の技術の取引は経営戦略に資する有効

なツールとなりうるが，かかる技術取引を安心

して行うためには，リスクを正確に把握し適切

に予防すること（リスクマネジメント）と，リ

1 ．はじめに

スクが顕在化したときに最適な対処を行うこと

（クライシスマネジメント）が必要となる１）。

ライセンス契約は，自己が保有する技術等に

ついて，他人にその使用等を許諾する契約であ

る。ライセンスの対象としては，特許権に代表

される産業財産権からノウハウまで多種多様で

あるが，特許ライセンス契約は，取引の対象を

公開された技術情報とするのに対し，ノウハウ

ライセンス契約は，取引の対象を原則として未

公開の技術情報とするため，当事者間の情報の

伝達を必須の要素とした取引の形態と捉えるこ

とができる。

ノウハウは，権利範囲の定まった特許権と違

い，その取引の対象に不明確な要素を含むため，

契約に際してはその範囲や取引方法をできる限

り明記することが必要であり過去にいくつかの

検討２）がなされているところである。

本小委員会ではこれらの検討を基礎として，

ノウハウライセンスの特殊性から見たライセン
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論　　説

ノウハウライセンス契約におけるライセンサー
の責任に関する一考察

抄　録 ノウハウライセンス契約は製造販売能力の拡大や新規事業領域への進出にあたって経営戦
略上有効なツールとなりうるが，その客体の特殊性から多くのリスクを孕んでおり契約締結に際する
留意点が多く指摘されるライセンス形態である。当小委員会では，ノウハウライセンス契約に基づく
ライセンシーの実施の結果，当該ライセンシーにおいて取引対象に起因する損害が発生した場合に国
内法に基づいてライセンサーが負担しうる責任について，仮想事例をもとに当事者の視点から検討を
行った。
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サーの責任について，国内法下での取引を対象

に，いくつかの論点について検討を行った。

以下，一般論としてノウハウライセンスの取

引対象とその取引形態ごとの法的性質を検討し

た上で，本稿で対象とするノウハウライセンス

契約を具体的に検討する。

まず，ノウハウライセンス契約の取引対象で

あるノウハウは，技術情報を主とする情報財で

あるが，我が国でこれを保護する法としては，

不正競争防止法があげられる。ただし，同法は，

保有者の厳格な情報管理等を要件とする「営業

秘密」に対する不正競争行為を規制するもので

はあるものの，ノウハウの権利発生や移転，実

施許諾等にかかる扱いを定めるものではない。

ノウハウライセンス契約では，秘密の情報財を

対象とすることが中心的ではあるものの，公知

情報，例えば，体系的に集積された公知情報や，

秘密情報ではあるものの公知の手順に従って手

間暇をかければ創作可能な情報も取引対象に含

める場合もあり，取引対象は不正競争防止法上

の「営業秘密」よりも広い情報財であると言え

る３）。

次いでその取引の法的性質であるが，ライセ

ンス契約は，民法におけるいずれの典型契約に

も属さない無名契約とされている。契約当事者

は，契約自由の原則に基づき，公序良俗に反し

ない限り当事者間の合意のもと自由にその契約

内容を定めることができる。従って，第一義的

には当事者の合意に従って判断されることとな

るが，当事者間で解決できない紛争の処理にあ

たっては，個別具体的な取引の性質から準用し

うる典型契約の各条項を探っていくことになろ

う。また，逆説的に見れば，当事者間に業界特

有の常識や前例が無い場合は，合意を形成する

ための交渉のスタートラインとしてこのような

民法の条項を目安とすることもできよう。

2 ．ノウハウライセンス契約の法的性質

その前提で，ノウハウライセンス契約が備え

得る取引の主な要素を検討する上では，情報の

伝達と，使用許諾に着目する必要があろう。

情報の伝達は，ライセンサーが保有するノウ

ハウを如何にライセンシーに伝達するかという

ことである。その方法としては，有形の媒体に

記録された情報を単に提供する場合があるが，

一方，有形の媒体に記録されていない，あるい

は記録できない情報については，ライセンサー

の技術者がライセンシーの技術者に対し技術指

導を行ったり，ライセンシーによる実施を直接

支援するといった場合がある。前者の場合は，

単に特定された情報財を開示する，提供すると

いった債務を約定するに過ぎないが，後者はさ

らに複雑な側面を有するため，以下にもう少し

具体的に補足する。

すなわち，ノウハウ取引の本来の目的は，ラ

イセンシーにおける技術の実現であるが，技術

分野，ライセンシーの能力によっては，情報を

開示するだけでは技術が実現できないこともあ

る。こうした場合には，ライセンシーの工場等

に実際に技術者を派遣し，ライセンシーによる

技術習得を支援するという方法が取られ得る。

こういったいわゆる技術指導は，具体的に特定

された指導業務の請負契約と捉えることもでき

るであろうし，ライセンシーの技術導入目的達

成のための指導業務にかかる請負契約という捉

え方もできよう。また，指導業務の内容を限定

することなく，ライセンサーがライセンシーに

おける技術の実現までも委ねられた場合には準

委任契約としての側面４）を備えることも考えら

れる。

しかし，これらの取引では，対象技術の範囲

について，情報伝達の完了を，例えば技術指導

業務の請負であればその業務の完了をもって，

或いは技術の実現まで委ねられた準委任であれ

ばその技術の実現を評価するといった間接的な

方法によって確認せざるを得ないという問題点
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がある。また，例えばライセンサーの完全子会

社への技術移転など，ライセンシーで技術が実

現できないことがライセンサー自身の不利益に

も繋がる場合や，製造施設の建設請負等，他の

取引に付随する場合は別として，ノウハウライ

センス契約において請負ないし準委任契約の側

面を備えることは，ライセンサーにとって情報

の開示範囲があまりに不明確となることによる

責任範囲の拡大や，無用な紛争を招く怖れがあ

るため，あくまで，ノウハウライセンス契約の

情報の伝達の補助的なツールとして必要に応じ

て用いられているものと言えよう。

次に，使用許諾の側面については，ライセン

サーが，そのノウハウの所有権をライセンシー

に移転することなく，使用及び収益を許諾して

対価を得ることから，賃貸借契約の側面を備え

ると言えよう。ただし，賃貸借契約としての性

質を備えるものの，取引の対象は同時に複数の

人間が保有しうる情報財産であるため，民法の

類推適用の範囲は限られるであろう５）。無償で

許諾する場合には，賃貸借より使用貸借契約の

側面を備えるともみることができるが，使用収

益まで許諾した場合には対価を求めるのが通常

であるし，単に開示だけを企図しているのであ

れば，ノウハウライセンス契約ではなく秘密保

持契約として検討されるべきであろう。

なお，本稿で以下取り上げるライセンサーの

責任については，有償契約であることから典型

契約のいずれに類するかを論じるまでもなく，

民法第559条に基づきその取引の性質が許す限

り民法の売買に関する規定が準用されうる。

これらを踏まえて，本稿では，以下に具体的

に検討するノウハウライセンス契約を，「ライ

センサーが契約締結時に保有する有形の媒体に

記録して提供可能なノウハウを，有形の媒体に

記録された状態でライセンシーに開示し，その

使用及び収益を許諾する有償の契約」と定義す

ることとしたい。

かかる取引において，ライセンサーの責任，

より具体的には，取引対象の問題によりライセ

ンシー側の目的が達成できなかった場合の争点

としては，錯誤無効，瑕疵担保，債務不履行，

不法行為といった売買における売主の責任に類

する項目を挙げることができる。はたしてノウ

ハウライセンス契約にもこれらの考え方がその

まま流用できるのであろうか。

ノウハウライセンス契約においてライセンサ

ーの責任が問題になる場面としては，ノウハウ

が十分に提供されない，ノウハウを受領したが

製品を製造できない，製品は製造できたが製品の

欠陥により損害が発生した，などが考えられる。

具体的に事例を想定してみよう。

① 製品開発

ライセンサーＹは，新製品αの開発に着手し，

その材料の開発はＡに委託した。Ａは材料a1を

開発しこれをライセンサーＹに報告，ライセン

サーＹは材料a1を用いた新製品αを完成しプレ

ス発表を行った。

② 改良技術の提案

Ａは，ライセンサーＹから請負った開発の終

了後も検討を続け，材料a1を用いた製品の安全

性に影響を及ぼす技術的問題点を確認するとと

3 ．仮想事例
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もに，これを克服する材料a2を開発し，ライセ

ンサーＹに技術的問題点を含め全てを報告し，

材料a2の採用を提案した。ライセンサーＹは材

料a1と材料a2を比較検討したが，安全性は同等

であると評価し，コスト高になる材料a2は不採

用とした。

③ ライセンス展開

ライセンサーＹは，新製品αの発売に向けて

事業化検討を進めたが，採算性が合わず自社で

製造販売することを断念した。同時に，新製品

αのプレス発表を見て製造販売を希望していた

ライセンシーＸに対し，材料a1を用いた製品の製

造技術を，非保証の条件でライセンス供与した。

④ 製品事故

ライセンシーＸは，ライセンス製品の販売を

開始した。

数年後，製品の欠陥による事故が発生した。

調査の結果，材料a1の技術的問題が原因である

ことが判明した。

⑤ 紛争

技術的検証の過程でライセンシーＸはＡと接

触し，材料a1の技術的問題点と，これを克服す

る材料a2の存在，ライセンサーＹがこれらの情

報を知っていながらライセンシーＸに告げてい

なかったことを知り，争いとなった。

本事例について当事者の視点に立つと，様々

な不満，疑問が沸いてくるだろう。例えば，非

保証の規定はライセンサーにとって鉄壁の免罪

符なのであろうか。ライセンシーはライセンサ

ーが相当の自信家か善人で保証責任を負ってく

れない限りは，全ての事業リスクを背負わなけ

ればならないのであろうか。技術上の瑕疵によ

って製品事故が発生した場合，消費者は誰に文

句を言えばいいのであろうか。

以下，適宜上記の仮想事例を参照しつつ，こ

れら素朴な疑問も含め，各論点について検討す

る。

契約相手に対する責任を検討するときに，最

も注目すべき点は，情報が偏在しているという

こと，すなわち，ライセンサーだけがその取引

対象であるノウハウの全てを知っているという

ことであろう。ライセンシーも，ノウハウが具

現化された製品やサンプルからその内容を推察

することはできるであろうが，全てのノウハウ

を知ることができるわけではない。

もちろん，ライセンシーが事前に評価する手

法がないわけでもない。例えば，秘密保持契約

や，オプション契約（次の取引に進む権利を保

留しつつ，一定期間情報の評価をする契約）に

よる事前開示がこれに該当する。しかしながら，

これらは必ずしもライセンシーとなりうるもの

に認められる権利とは限らない。

かかる取引対象の特徴に起因する問題につい

て検討してみたい。

契約という法律行為に錯誤があった場合は，

契約の錯誤無効（民法第95条）を主張すること

ができる。

錯誤は一般的に「表示上の錯誤」，「内容の錯

誤」および「動機の錯誤」に分類される。この

うち「表示上の錯誤」とは契約書の書き間違い

に起因するものなどであり，「内容の錯誤」は

契約書への表示とその効果意思との間に明らか

な齟齬がある場合である。これらは法律行為に

いたる（契約上の）「要素の錯誤」にあたり，

錯誤を主張する側に重大な過失がない場合に限

り，錯誤無効が認められる可能性がある。

これに対して「動機の錯誤」とは，例えば

「この技術があればこういう効果が期待できる

だろう」と期待（動機）して，ライセンスを受

けようと考え（効果意思）契約したが，実際に

は期待外れであった場合である。「動機の錯誤」

4．1 錯誤無効

4 ．契約相手に対する責任

1076 知　財　管　理　Vol. 58 No. 8 2008

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



はこれが「要素の錯誤」である場合に限って錯

誤として判断されるものである。具体的には，

動機がその契約を締結するにあたって重要な要

素であり，かつその動機が明確に表示されてい

ることが必要となる。すなわち，例えば「こう

いう効果を期待してこの契約を締結する」とい

う動機が相手方に表示されていなければ，法律

行為に錯誤があったものとは認められない６）。

上述したように，ライセンシーにとってノウ

ハウが期待外れであった場合に，これが錯誤と

認められるか否かは，その期待がライセンスを

受けるにあたっての動機となっていたことが相

手方に表示されていたか否かが重要となる。

これは契約に至るまでの諸事情を鑑みて個別

具体的に判断する必要がある７）が，企業間での

ライセンス契約について一般論として検討する

と，実現の保証までを約束するような場合を除

いては，ライセンサーは，ライセンスにより発

生するリスクを回避するために，ライセンシー

がノウハウを使用することにより得られる成果

物については関知しないようにしているケース

が多いものと思われる。すなわち，ノウハウ使

用の成果物について，一定の品質，性能などを

保証するような誤解をライセンシー側に与えてし

まうと，ライセンスにより得られた対価を上回る

ような過大な保証責任を背負うことにもなりかね

ないため，これを予め排除するものである。

ライセンサーがそのような対応をとった場合

は，たとえライセンシーがノウハウとその成果

物について何らかの期待を抱いていたとしても，

契約書中および契約締結に至る経緯の中で，客

観的に判断できるような動機の表示がされない

こととなるため，錯誤は単なる動機の錯誤に過

ぎず，錯誤無効を成立させるのは困難となろう。

仮想事例により具体的に検討してみると，ラ

イセンシーＸとしては，ノウハウに製品化に障

壁があるほどの問題は無いものと信じて契約を

締結したのであり，錯誤無効を主張することが

考えられる。しかしながら，契約上非保証を条

件としており，ライセンシーＸの期待が契約書

中には表示されていないことが想像される。ラ

イセンシーＸとしては，同業者であるライセン

サーＹから製品の製造販売について許諾されて

いる以上，まっとうな製品を製造販売できるこ

とを期待していたことは明白であり，動機は示

されていたとして，錯誤無効を主張することは

考えられるが，これが認められるためには，契

約締結に至る交渉の過程において，ライセンス

製品の備えるべき仕様のほか，同仕様との関係

で材料a1が果たすべき仕様等，客観的にこれが

判断できる程度の動機の表示が行われているこ

とが必要となろう。

ところで，錯誤無効を主張するにあたっては，

その主張により得られる効果にも注意が必要で

ある。

錯誤無効が争われるようなケースでは，提供

されたノウハウについての瑕疵担保責任，或い

はノウハウの提供が債務の本旨に従っていない

という観点から，債務不履行も同時に議論され

うる。

実際，ノウハウの提供が十分でなかったため

にライセンシーで技術が実施できなかったこと

について争われた事件８）では，錯誤無効ととも

に，債務不履行や不法行為責任に基づく請求が

争われている。

ただし，錯誤無効が成立した場合には，契約

が無効なのであるから，契約に基づく瑕疵担保

責任や債務不履行責任は問えなくなる９）とさ

れ，上記事件においても，錯誤は認められたも

のの，その他の請求は錯誤無効を理由に退けら

れた。

錯誤無効を主張することにより期待できるラ

イセンシーＸ側の効果は，ライセンサーＹが不

当に受け取った既払いの対価の返還が限度であ

り，瑕疵担保責任や，債務不履行責任について

は，契約を無効とすることにより主張する根拠
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を失うこととなる。無論，契約が無効となって

もライセンサーＹによる不法行為責任を問うこ

とはできようが，それにはライセンサーＹによ

る故意又は過失と，損害との因果関係の立証が

必要である。

結論として，錯誤無効は，未知の情報を取引

するという立場にあるライセンシーにとっては

一見主張しやすいようにも思えるが，動機の錯

誤の表示の状況や，その他の争点とのバランス

を考慮して，使い分ける必要があると言えよう。

ノウハウに瑕疵があれば錯誤を主張しうるの

は前述のとおりであるが，本来的には瑕疵担保

責任や債務不履行の問題と捉えるべきであろう。

売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合は売

主は瑕疵担保責任を負う。目的物の給付が債務

の本旨に従っていない場合は債務不履行責任を

問うこともできる10）。

本稿においてノウハウライセンス契約の目的

物は，「ライセンサーが契約締結時に保有する

有形の媒体に記録して提供可能なノウハウ」と

して検討してきたが，その提供を受けたライセ

ンシーが目的物に隠れた瑕疵がある，あるいは

債務の本旨に従っていないと判断すれば，瑕疵

担保責任ないし債務不履行の議論が生じうると

いうことである。もちろん，後述するように，

責任限定や免責をするのが一般的であり，係る

規定は強行法規ではないので責任限定や免責も

原則として有効であるが，当事者間の合意がな

にも無ければ瑕疵担保責任ないし債務不履行責

任は生じうる。

ここで，二つ疑問が生じる。まず，ノウハウ

という情報財産について，瑕疵があるか，債務

の本旨に従ったか否かをどのようにして判断で

きるのかということである。もう一つは，ノウ

ハウはライセンシーが受領するまで未知である

のに，そもそも債務の本旨をいかに定めるかと

4．2 ノウハウの瑕疵

いうことである。

一つ目の疑問は，対象が「物」ではなく，情

報という無形財産であることにより，直接目的

物の欠陥を判断するのは困難であり，目的物を

使用した結果から間接的に欠陥を判断せざるを

得ず，このような場合に，どのように判断する

のかというものである。

そもそも瑕疵とは，「目的物に何らかの欠陥

があることであるが，何が欠陥かは，当該目的

物が通常備えるべき品質・性質が基準になるほ

か，契約の趣旨によっても決まる。」とされ，

このような主観説を判例も支持する11）。

ノウハウライセンス契約においてノウハウは

直接的な目的物であるが，少なくとも本稿で定

義した条件では，契約の本来の目的は，ライセ

ンシーにおいてそのノウハウを使用することに

ある。とすれば，契約書にノウハウを使用した

場合の性能や品質を明記してなければ，ライセ

ンシー側は可能な限り高性能な品質性能が債務

の本旨と主張するであろうし，ライセンサー側

は最低限の品質性能で必要十分と主張するであ

ろう。公平性の見地から第三者機関に判断を求

める場合もあろうが，そもそもライセンサーし

か知りえない情報を対象としているため，第三

者機関の判断は想像の産物に過ぎず，両当事者

が十分に満足できる基準にはなり得ないであろ

う。契約において特定されていない部分につい

ては，その限りにおいて目的物を不特定物とし

て中等の品質（民法第401条）の給付を債務と

捉えることは理論上可能であろうが，これはビ

ールを何ダース購入したいという類の取引を想

定しており，ライセンサーしか保有していない

はずの秘密情報の取引に，この考え方はやや妥

当性を欠く感がある。

結論として，ノウハウの瑕疵の判断は，当事

者の合意を拠り所とするほかなく，合意が明確

でない場合は「通常備えるべき品質・性質」や

契約の趣旨等を参酌して判断するしかないが，
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取引の客体の性質からして信頼に足る公正な判

断が導き出せるとは想像しがたい。言い換えれ

ば，ノウハウの瑕疵は判断が困難であるからこ

そ，契約書にその基準を判断するための，要求

される品質，性能等を明記しておくべきだとい

うことである。

二つ目の疑問についても，当事者間の合意で

可能な限り明確に規定するしかない。実際には

ライセンシーがその内容を知りえないのではあ

るが，文書名，技術分野，時間，空間等，様々

な規定の仕方12）により，個々の取引の性質，対

象の技術の革新性や，受領側の能力等を踏まえ

て，提供されるべき情報を特定するのに必要十

分な規定を双方で十分に吟味して設けることが

必要であろう。

仮想事例では，提供された材料a1について，

ライセンシーＸはこれを欠陥のある技術である

と主張し，ライセンサーＹは，自ら製品開発で

採用していたのであるから欠陥はないと主張す

る。これを判断するには，まずはライセンス契

約の定めを拠り所とすることになろう。

契約書に，材料a1がどのような品質性能を備

えるのかが明記されていれば，それを満たさな

ければ瑕疵であろう。数値などの具体的基準が

何も書いていなければ，その部材が通常備える

べき品質・性質が基準となるであろう。今回の

場合，改良された材料a2の存在も関心を引くと

ころであるが，あくまで瑕疵の有無は提供され

た材料a1に瑕疵があったのか，債務の本旨に従

っているのかが，判断される要素となる。

纏めると，民法の扱いを検討しても，結局は

当事者の合意は如何なるものであったかという

問に立ち戻ることになり，契約書に目的物を可

能な限り特定して，瑕疵や債務不履行の判断に

際しては一義的には当事者の契約書を拠り所に

することになるといえる。この解釈においては，

契約書本体のみならず，本契約にかかる当事者

の合理的意思を推論するに足る当事者間の通信

記録（レターや電子メールなど）も斟酌される

こととなろう。

一方で，民法上の瑕疵担保責任は任意規定で

あり，予め免責や責任制限を約すことは当事者

の裁量に委ねられている。債務不履行責任につ

いても同様である。

ノウハウライセンス契約においては，ライセ

ンシーにノウハウが提供されたものの実施でき

なかった，実施できたが実施品に欠陥があった

といった場合に，ライセンシーに発生した損害

のうち，ライセンサーの提供した技術に起因す

る範囲を，問題が生じた後に確定することは現

実的に困難であるため，通常は予め債務の内容

の限定や，責任の免除・責任の範囲の限定が検

討される。

では，非保証さえ謳っておけばライセンサー

は安泰かと言うと，そうではない。

まず，瑕疵担保責任は予め免責条項で排除す

ることは可能であるが，売主が瑕疵を知りなが

らこれを告げなかった場合は，免責条項の効力

は否定される（民法第572条）。提供するノウハ

ウに瑕疵が存在して，それを知りながらライセ

ンシーに告げなかった場合は，免責条項の効力

が否定されるということである。なお，債務不

履行責任についてもたとえ免責条項があったと

しても，一般条項（公序良俗，信義則等）によ

って無効とされる場合があろう。

仮想事例では，ノウハウライセンス契約に基

づいて製造販売した製品の欠陥によって事故が

発生したが，欠陥の原因はライセンサーＹの提

供した技術にあった。さらにその技術には技術

的問題点があることを，ライセンサーＹはＡか

ら指摘されており，その事実をライセンサーＹ

はライセンシーＸに告げていなかった。ライセ

ンサーＹとしても，反論はあろう。ライセンサ

ーＹとしては十分に品質性能を満たすものとし

4．3 免責条項の有効性
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て材料a1に基づく製品αを発表した。また，Ａ

から指摘された技術的問題点には納得しておら

ず，改良材料a2は材料a1と同等の安全性である

にも関らずコストが増加するだけだと判断した

ため採用していないのである。

しかし，ライセンシーＸの立場としては，ラ

イセンサーＹは瑕疵ある技術であることを知り

ながらこれを告げずに提供したというだけでは

なく，場合によっては，自ら事業化に失敗した

技術を，その欠陥を隠しながらライバル企業に

売りつけて故意に損失を与えたという主張をす

ることもできる。両者の主張の優劣はにわかに

判断しがたいが，これは，ライセンシーにとっ

て未知の情報を扱うというノウハウライセンス

契約の性質に原因があると考える。

ライセンサーは，ライセンスする技術に関連

する多くの情報を保有しており，その情報の中

から契約の目的に必要となる範囲の情報を自身

で取捨選択することとなる。取捨選択の過程で

除外した情報があり，万が一その情報に関連し

て損害が生じた場合は，その取捨選択が「知り

ながら告げなかった事実」を形成してしまい，

免責条項の効果に影響を与える危険性がある。

近年の判例では，ノウハウライセンス契約に

関するものではないが，買主が瑕疵の存否を判

断するために必要な情報がある場合は，これを

売主から買主に開示することを信義則上の付随

義務として，これがなされていなかった場合に

瑕疵担保責任を問う機会を失ったとして瑕疵担

保責任相当の損害賠償を認めた判例13）もあり，

ライセンサーは，免責条項と開示範囲の特定の

みに頼るのではなく，自ら保有する情報を十分

に把握し，特にノウハウに関するネガティブな

情報は，開示の必要性について認識しておく必

要があろう。

売買の対象に隠れた瑕疵があった場合には，

4．4 瑕疵担保責任期間

売主は民法の規定に従い瑕疵担保責任を負う。

買主は，取引対象の瑕疵を発見してから１年以

内に売主に対して損害賠償請求権を行使する旨

を表明すればよい。瑕疵を理由とする損害賠償

請求権は，もともと売主の債務不履行から生じ

た債権と捉えられるので，取引対象の引き渡し

から10年（商人間取引であれば，５年間）の消

滅時効に服し，買主は当該期間内に隠れた瑕疵

を発見した場合には，１年以内の請求により当

該10年間（５年間）は損害賠償請求権を行使す

ることができる。当該１年は，除斥期間とされ，

裁判上の権利行使をするまでの必要はなく，瑕

疵の内容とそれに基づく損害賠償をする旨な

ど，売主の担保責任を問う旨を表明すれば足り

るとされている。取引が商人間で行われる場合

は，商人間の受取検査義務（商法第526条）が

適用され，買主は受領後遅滞なく受取検査を行

い，瑕疵を発見した場合には直ちに売主に通知

を行う，直ちに発見できない場合も６ヶ月以内

に発見した場合には直ちに通知を行う義務が課

される。つまり商人間で瑕疵担保責任を問うに

は，受取検査又は６ヶ月以内に発見した瑕疵を

発見から直ちに売主に通知した後，当該発見か

ら１年以内に，損害賠償請求権を行使する旨を

表明することが必要である。これらの規定が，

秘密情報であるノウハウを取引する際に，一般

の取引と同様の考え方をすることが妥当である

か，検討してみたい。

仮想事例を商人間取引とすると，まず，ライ

センシーＸは，ノウハウが提供されたら遅滞な

く受取検査を行い，瑕疵等が発見された場合に

はライセンサーに直ちに通知しなければならな

い。直ちに発見できない場合は６ヶ月以内に発

見した場合も同様である。逆にいえば，ノウハ

ウが提供されてから６ヶ月を経過してしまった

ら，瑕疵を発見してもライセンサーの瑕疵担保

責任は追求できないということである。無論，

その他の請求は可能であるが，無過失でも責任
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を問える瑕疵担保責任は問えなくなる。

仮に，商人間取引とみなせない場合や，ライ

センサーが瑕疵の存在を「知って」提供してい

た場合は，商法の受取検査による瑕疵通知義務

が適用されない。商法が適用されない場合は，

ノウハウが提供されてから10年の消滅時効が進

行し，この間に瑕疵を発見した場合は，発見か

ら１年以内にライセンサーに対して担保責任を

問う旨を表明することが必要となる。従い，仮

想事例において，ライセンサーが瑕疵を知りな

がら提供したとすれば，「③ライセンス展開」

から10年以内は，瑕疵担保責任を争うことが可

能であろう。ただし，これは，瑕疵を知りなが

ら提供したとすれば，である。仮想事例のよう

なＡからライセンシーＸへの特別な情報提供が

ない限りは，瑕疵を知っていたかどうかはライ

センサーだけが知り得る情報であり，前述のと

おり主観的な要素も孕んでおり，結局何も取決

めなければ，目的物の引き渡しから６ヶ月で争

う余地が閉ざされてしまうこととなろう。

ノウハウライセンス契約が，単にあるノウハ

ウ情報をライセンシーに提供することのみを目

的とするのではなく，ライセンシーがある製品

を製造し販売可能となるよう，ライセンサーの

技術をライセンシーに伝授することを目的とす

るものである場合，瑕疵の有無を確認するには

ある程度の時間を要する場合がある。即ち，当

該契約は，未知の情報を取引対象としているこ

とからも，対象物であるノウハウを受領して直

ちに製品を製造可能とすることは難しく，受領

側で習得して，あるいは製造設備に化体させて

実際に製造して，漸くノウハウ対象の伝達及び

内容確認が完了するといえる。もちろん，ノウ

ハウを受領した時点で，ある程度の検査は可能

であろうが，本当の意味で情報の検査が完了す

るのは，受領側で第１号の製品が完成した時点

であろう。そう考えると，ノウハウの内容によ

り程度の差はあるであろうが，ノウハウにかか

る瑕疵の有無を検査するのに６ヶ月というのは

妥当性を欠く場面もあるかもしれない。

ライセンサーの立場から，ノウハウライセン

ス契約におけるライセンサーの責任について検

討すると，何も取決めていなければ商人間の受

取検査義務が適用され，一見すると有利に働く

ように思える。しかしながら，商法が想定した

受取検査に必要な期間が，実際にノウハウの瑕

疵の有無の評価に必要な期間と比してかけ離れ

ている場合は，将来無用な争いを招く怖れもあ

り，実際に個々の取引形態に照らしてノウハウ

の仕様達成に関するライセンサーによる保証を

取得するとともに，保証期間をある程度長く設

定することも考慮する必要があろう。

ライセンシーが製造販売した製品の欠陥によ

り事故が発生した場合には，製品のユーザー等

のライセンス契約と直接関係のない第三者が損

害を被ることになる。これらの被害者は，第一

義的には製造販売したライセンシーに対してそ

の責任を問うことになろうが，仮に，例えばラ

イセンシーが倒産してしまったり，無資力であ

ったりした場合には，ライセンサーの責任を問

うことも考えられる。以下，このような場合に

ついて検討を進める。

ノウハウライセンス契約のライセンサーはラ

イセンシーが製造販売した製品につき，製造物

責任を負うであろうか。

仮想事例では，ライセンシーＸが製造販売し

た製品で事故が発生している。エンドユーザー

は製造物責任法に基づき，ライセンシーＸでは

なく原因技術をライセンシーＸに提供したライ

センサーＹの責任を問うことが出来るかという

問題である。

製造物責任法（以下，PL法）は，本来過失

5．1 製造物責任

5 ．エンドユーザーに対する責任

1081知　財　管　理　Vol. 58 No. 8 2008

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



責任を原則とする不法行為法体系の中に，消費

者被害救済のために，安全性に欠けた製品から

生じた損害について，製造業者等の過失の有無

を問わずに損害賠償責任を課した制度である。

PL法の対象となるのは，PL法第２条１項に

定める「製造物」であり，同項によれば，「製造

物」は「製造または加工された『動産』」をいう。

「動産」とは，不動産（土地およびその定着物）

以外の全ての「物」（民法第86条）であり，「物」

とは「有体物」である（民法第85条）。

従って，PL法は，無体物である技術・ノウ

ハウを製造物と捉えて，その欠陥に起因する損

害に適用することは想定されていない。つまり，

ライセンシーＸがライセンサーＹから提供され

た技術の欠陥に起因する損害についてライセン

サーＹに製造物責任を求めることはできない。

もちろん，前述する契約責任や不法行為責任を

問うことはできるであろうが，製造物責任を問

うことはできない。

では，消費者がライセンシーＸの製造販売し

た「製造物」であるライセンス製品の欠陥につ

いて，その欠陥の原因を招いたライセンサーＹ

の提供した技術について，ライセンサーＹを製

造責任の一端を担ったものとして，その責任を

問うことはできるであろうか。

この問題は，ノウハウライセンサーがPL法

に規定される「製造業者等」に該当するか否か

で判断されよう。PL法第２条第３項は，製造

業者等を次のように定義する。

「この法律において『製造業者等』とは，次

のいずれかに該当する者をいう。

一　当該製造物を業として製造，加工又は輸

入した者（以下単に『製造業者』という。）

二　自ら当該製造物の製造業者として当該製

造物にその氏名，商号，商標その他の表示（以

下『氏名等の表示』という。）をした者又は当

該製造物にその製造業者と誤認させるような氏

名等の表示をした者

三　前号に掲げる者のほか，当該製造物の製

造，加工，輸入又は販売に係る形態その他の事

情からみて，当該製造物にその実質的な製造業

者と認めることができる氏名等の表示をした者」

ノウハウライセンスにおいては，詳細な製造

図面が提供される場合もあり，設計面において

は相当の関与が考えられるが，「実質的に製造

に関与していない設計事業者は，責任主体には

含まれないものと解され」14）ており，１号に該

当しないことは明らかであろう。

２号は例えばOEM供給を受けた製造業者，

３号は自ら企画して他人に製造させこれを自ら

のブランドで販売する者を想定しているが，ノ

ウハウライセンサーは通常このいずれにも該当

しない。

一方，ノウハウライセンスでは商標使用許諾

が含まれる場合もあるが，商標ライセンサーの

製造物責任については，同１乃至３号に文言上

該当しないものの，自らの商標を表示させてい

る以上，商標を信頼した消費者保護を優先して

すべきとの意見が聞かれる。すなわち，個別具

体的な事例に応じて，２号，３号いずれかの適

用により商標ライセンサーの責任を検討すべき

であり（商標ライセンサーの自らの意思の有無

等），２号，３号が「表示した者」とされてお

り，「表示させた者」を想定していないといっ

た字面から適用を否定するべきではないという

意見である15）。

結論として，現行法上は，ノウハウライセン

サーを製造物責任法の責任主体とすることは困

難と考えられるが，ライセンシーの製造に関与

する度合いが必然的に高く16），“licensed by Y”

といった表示を許諾製品に付したり，消費者に

ライセンサーによる製造への相当程度の関与を

認知させるような場合には，製造物責任が議論

され得るということは留意しておくべきであろ

う。
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一般に，ライセンス契約に基づく製品はライ

センシーが製造し販売するものであり，ライセ

ンサーはライセンス製品を直接製造販売しな

い。そして，ライセンシーから製品を購入した

エンドユーザーは購入した製品により損害を被

った場合は，製品を製造販売しているライセン

シーに対して損害賠償請求すると考えられる。

しかし，ライセンシーの資力に不安がある場

合や，ライセンシーとの関係から責任を追及し

にくい場合等は，ライセンサーに請求したい，も

しくは巻き込みたいと考えることもあるだろう。

民法第709条は，故意又は過失により他人に

損害を与えた場合は，たとえ契約関係にない第

三者であっても，その賠償責任を負わせている。

ノウハウライセンス契約のライセンサーは，

ノウハウ提供によりエンドユーザーに損害を与

え，その提供行為に故意又は過失が認められ，

損害との因果関係があれば，不法行為責任を負

う可能性がある。

ここで，故意又は過失は被害者側で立証する

必要があるが，その立証の容易さからみれば過

失の判断基準が不法行為責任の有無の境界線と

いえる。過失とは，損害発生の予見可能性があ

るのにこれを回避する行為義務を怠ったことな

どと定義される17）。

ライセンス契約におきなおせば，ライセンサ

ーはライセンシーの製造販売する製品に使われ

ると知りながらノウハウの欠陥を看過したこと

により過失が認められ，かつ事故の原因がライ

センサーの提供した技術の問題にあったとし

て，事故との因果関係が認められれば直接損害

賠償義務を負うこととなろう。

しかし，一般にエンドユーザーから見てこれ

らを立証するのは容易ではないだろう。

たとえば，エンドユーザーから見ればライセ

ンサーの提供している技術ノウハウが直接の原

5．2 不法行為責任
因を引き起こしたのか，それとも最終製品を製

造しているライセンシーの検査義務が不十分だ

ったことが問題だったのか，それぞれが損害に

与えている影響を明確に立証することは容易で

ないだろう。

また，仮にライセンサーの不法行為が立証で

きたとしても，責任範囲は損害への寄与度に応

じて限定的に扱われる可能性もある。

このようなケースではさらに共同不法行為の

可能性を考慮しなければならない。

ライセンサーとライセンシー間には有償契約

が存在するのであり，ライセンサーがライセン

シーにノウハウを提供したのはライセンシーの

製品提供に使われることを是認しているのだか

ら，両者の間には強い共同性が認められ，客観

的関連共同性は肯定されよう。

共同不法行為の場合，ライセンサーの行為か

ライセンシーの行為かに関わらず全体としての

損害との因果関係さえ立証できれば良い点でエ

ンドユーザーにとっては負担が軽くなる。

一方，ライセンサーの故意または過失の立証

責任はいまだエンドユーザー側に残る。ライセ

ンサーの過失とは，例えば技術の欠陥を認識し

たままライセンシーに告げなかったような場合

である。エンドユーザーがライセンサーの故意

または過失を立証できるのは，エンドユーザーが

たまたまそのことを知りえたような特殊なケース

くらいであろうから，実際問題としてエンドユー

ザーがライセンサー側の故意または過失を立証で

きるのは極めて限られるケースとなろう。

しかし企業実務としては過失が立証されなけ

ればリスクはない，と考えるべきでないことは

明らかである。実際には訴訟にまで発展しない

で解決するケースがほとんどであり，ライセン

サーの技術に起因する損害に対してエンドユー

ザーが過失を立証していないことのみを理由と

して賠償にまったく関与しないという判断は企

業運用上難しい。したがって，ライセンサーは
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技術ノウハウを提供する際に認識している技術

の問題点，課題などマイナス面を包み隠さずラ

イセンシーに伝えて，安定した製品の供給に貢

献する姿勢が求められる。

ノウハウライセンス契約は，技術を伝承する

ための有効な取引形態であり，新規事業領域へ

の展開等へ迅速に対応しうる有効な経営戦略ツ

ールの一つといえるであろう。

一方で，ノウハウライセンス契約が取引対象

とするノウハウは，我が国においては，不正競

争防止法上の営業秘密として保護されるもの

の，あくまで不正競争行為の規制がなされるも

のに過ぎず，財産保護法として取引の安全を図

る法的枠組みが整備されているわけではない。

しかしながら，何らかの法整備がなされれば

安心した取引が図れるかというと，取引の形態

は業種ごとに多様であり，そもそも取引対象の

ノウハウ自体もその形態も価値も多様であるこ

とを鑑みると，敢えて特別な法的枠組みを求め

るより，民法の原則に立ち戻って私的自治に委

ねられ，当事者間で柔軟な取決めをなすことや，

業界特有のソフトローの構築を目指したほう

が，実態に即した妥当な取引が実現できると考

えられる。

本稿では，ノウハウライセンス契約の締結・

履行に際して比較的争点となりやすいと思われ

る重要な論点について，仮想事例に基づく検討

から当事者の立場で実際に直面する問題につい

て幾つかの検討を試みた。定型的取引の多い知

的財産契約業務担当者からすると民法原則云々

は馴染みが薄いが，いざという場面で効果的な

対策を講ずるには本質的な理解と考察が必要と

されることが理解された。

また，取引対象の性質上，当事者間で契約の

内容を可能な限り明確に規定することの重要性

が再確認された。

6 ．おわりに

今後，本稿がノウハウライセンス契約実務の

一助となれば，また，技術取引に対する民法上

の検討が進展する契機になれば幸いである。
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